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　（５）売上高（令和4年度）
　　　338百万円

　（６）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
　　　環境管理責任者・担当者　　　喜多　育美
　　　連絡先：0768-23-4116

　(３)設立・創業
　　　創業：平成19年　　　平成26年8月株式会社に組織変更

　（４）資本金
　　　5百万円

　（８）事業規模

従業員数 22名

Ⅰ　組織の概要及び活動内容

１．組織の概要
（１）事業所名及び代表者名

　　　代表取締役　喜多誠
　　　株式会社　入勢建設

　　　〒928-0011　石川県輪島市杉平町西ノ草32番1
　（２）所在地

      E-mail:928jimu0011@isei.co.jp

　（７）事業内容
　　　法面工事・土木工事・解体工事・鳶工事・港湾工事
　　　建設業許可（土木・とび土工）令和1年12月5日　　（般-1）　　第18085号
　　　　　　〃　　　（解体）　　　　　　令和1年12月5日　　（般-1）　　第18085号
産業廃棄物収集運搬業許可平成29年7月20日

　　3月1日～2月28日

2．認証・登録の対象組織・活動
　　対象組織：株式会社入勢建設本社
　　活動：法面工事・土木工事・解体工事・鳶工事・港湾工事

（10）技術者 国家資格等 作業主任者等

延床面積(㎡) 123.6

（9）事業年度

監理技術者　　　　　　　　　　　　　　 地山の掘削

測量士補　　　　　　　　　　　　　　　　 足場組立

大型免許 玉掛

一級土木施工管理技士　　　　　　　 車両系建設機械運転（整地）

二級土木施工管理技士　　　　　　　 車両系建設機械運転（解体）

二級機械施工管理技士　　　　　　　 土止め支保工

危険物乙4 型枠支保工

潜水士 グラウト基幹技能者

小型船舶1級 登録鳶・土工基幹技能者

大型特殊免許 高所作業車運転者

移動式クレーン 特化物及び四アルキル鉛等作業主任者

危険物丙種 職長安全衛生責任者

1
建築物石綿含有建材調査者（一般）



 Ⅱ　経営理念

　

　　　　調　和　理論と実際を結合させて合理的な仕事をしよう

　　　　　　　一、何事も施主の立場で考え良い仕事を早く成功させましょう

　　　　　　　一、現場及び事務の整理整頓に心掛け能率の向上を計りましょう

　　　　　　　一、服装、礼儀を正しくし誰との対応にも丁寧にしましょう

　　　　　　　一、経費の節減を計り無駄をなくしましょう

　　　　　　　　　　　　　　誠心誠意

　　　　誠　実　勇気をもって事実を探求し前進しよう

　　　　創　造　絶えず問題意識をもって想像力を養い成長しよう

　　　　分　析　能力を身に付けあらゆる変化に対処しよう

　　　　協　調　性をもって互いに情報交換し、社のレベルを高めよう

　　　　　　　一、事故は絶対防止し明るい職場を創りましょう

　　　　　　　一、資材は大切に取扱い手配及び補修は未然且つ迅速にやりましょう

　　　　　　　一、同僚との親睦を深め社業発展に努力しましょう

　　　　　　　一、出来ぬことは約束せず約束した限りは必ず実行しましょう
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 Ⅲ　環境経営方針

１．次のことを重点的に取り組みます。

　　③ 水使用量の削減

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　

環境経営方針

株式会社入勢建設は、当社の経営理念である「誠心誠意」のもと事業を通じて

地球環境への取り組みの重要性を強く認識し、積極的に環境負荷削減活動に取り組みます。

また、人と自然が美しく調和する環境づくりを目指してまいります。

　　⑤ 5Ｓ(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）活動の実践・継続・習慣化

　　　　　　　２．事業活動に関連する環境法規制及び当社が同意するその他の要求事項を順守

　　するとともに、環境への取組の継続的改善を誓約します。

３．この環境経営方針は、全社員に周知するとともに環境経営レポートを通じ社外に

　　公表します。

　　① 電力・燃料消費に伴う二酸化炭素排出量の削減

　　②  廃棄物の適正管理による排出量の削減及びリサイクルの推進

　　④ 施工時の環境への配慮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 令和 2年3月１日：　改定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　入勢建設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　喜多 　誠
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環境管理責任者
喜多　育美

EA21事務局

工事部 総務部

全社員

役割・責任・権限

Ⅳ　組織体制

代表取締役
喜多　誠

環境管理責任者

環境経営システムの構築、実施、管理
環境経営目標・環境活動計画書の作成、承認
環境経営計画の推進
環境関連法規等の取りまとめ確認、承認
社員に対する教育訓練の実施
環境経営目標・環境経営計画の達成状況の確認
環境活動の取組結果を代表者に報告

代表取締役

環境経営方針の策定、見直し及び全社員への周知
環境経営実施に必要な資源(人・物・資金・情報)の用意
環境管理責任者の任命
代表者による経営における課題とチャンスの明確化
環境経営レポートの承認
代表者による全体の評価と見直し・指示の実施

ＥＡ２１事務局

環境活動の実績集計
各種文書、記録の作成・管理
環境関連の外部コミュニケーションの窓口
環境経営レポートの作成・管理

部門責任者
環境経営方針の周知徹底
環境経営計画の実施
環境経営目標の達成状況の確認

全社員 環境経営方針、目標・計画を理解し環境への取り組み実施
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実績　取組年月

Ｒ4年3月～R5年2月

㎏‐CO2 171,713 25.1% 減 〇

ｋｗｈ 7,088 9.5%　増 △

ℓ 16,074 17.7%　増 ×

ℓ 50,558 32.6%　減 〇

％ 100 100% 〇

㎥ 84 - -

回 280 100% 〇

回 3 - ×

(２)中期環境経営目標

単位
基準年度
令和3年度

㎏‐CO2 231,452

ｋｗｈ 6,536

ℓ 13,800

ℓ 75,753

％ 100

㎥ 50

回 277

回 -

・５ｓ資材置場等の整理・整頓・清掃は毎月行う事は難しいが現場が空いた時など出来る時に少しずつ行い綺麗な状態を
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③ 水使用量の削減は、使用量が少ないため数値目標は設定せず節水に努める。

④ 施工時の環境への配慮は、使用する重機の始業前点検を毎日実施する。

⑤ 一般廃棄物は全て分別しており、少量である為取組みの目標は設定しない。

⑥ 5Ｓ活動、資材置場等の整理・整頓・清掃の実践、清潔を心がけ定着・維持する。

(１)令和4年度（令和4年3月～令和5年2月）環境経営目標とその実績

達成状況
実績/目標

評価

Ⅴ　環境経営目標及び実績

① 二酸化炭素排出量、電力・ガソリン・軽油使用量は、令和3年度実績を基準に毎年１％削減する。

② 産業廃棄物はリサイクル推進に努めリサイクル率100％を目標とする。

３．水使用量の削減 50 -

４．施工時の環境への配慮
　　（重機の始業前点検の実施）

277 毎日実施する

　③軽油使用量の削減 75,753 74,995

２．産業廃棄物のリサイクル推進 100 100

　　軽油削減（原単位）

　①電力使用量の削減 6,536 6,471

　②ガソリン使用量の削減 13,800 13,662

令和3年度実績

１．二酸化炭素排出量の削減 231,452 229,137

項目 単位
基準年月 目標値

・電力使用量は、猛暑日が続くなどエアコンの使用が多くなるなど目標達成には至らなかった。

・ガソリン使用量は、必要な機材の持ち運びなどで現場との往復があり、少し増えた為目標達成できなかった。

・産業廃棄物のリサイクル推進については、排出された産業廃棄物すべてにおいて適正に処理することが出来た。

・水使用量はこまめに節水するよう努めたが洗車などにより使用料が増えた。

・施工時の環境配慮（重機等の始業前点検実施）は、毎日実施できた。

・資材置場等の整理・整頓・清掃は昨年に続き毎月行うことはできなかったが、現場が空いた時など少しずつ行った。

5.5Ｓ資材置場等の整理・整頓・清掃・清潔・躾 4 12

※購入電力の二酸化炭素排出係数は、0.462kg-Co2/kwh（平成30年度調整後の排出係数）で計算。

（取組結果）

・二酸化炭素排出量は、軽油の使用料削減などにより目標を達成する事が出来た。

評価　実績/目標が３％以内で○　４～９％で△　１０％以上で×とする

・整理・整頓・清掃を行った後に維持する事がなかなか出来ない。

項目 令和4年度目標 令和5年度目標 令和6年度目標

１．二酸化炭素排出量の削減 229,137 226,846 224,578

③軽油使用量の削減 74,995 74,245 73,503

2．産業廃棄物のリサイクル推進 100% 100% 100%

①電力使用量の削減 6,471 6,405 6,341

②ガソリン使用量の削減 13,662 13,525 13,390

5.5Ｓ資材置場等の整理・整頓・清掃・清潔・躾 12 12 12

※購入電力の二酸化炭素排出係数は0.462㎏-CO2/kWh（平成30年度調整後の排出係数）で算出。

3．水使用量の削減 節水に努める 節水に努める 節水に努める

４．施工時の環境への配慮
　　（重機の始業前点検の実施）

毎日実施する 毎日実施する 毎日実施する

・二酸化炭素排出量、電力・ガソリン・軽油の使用量は毎年1％削減する事を目標とする。
・産業廃棄物はリサイクル率100％を目標とする。
・水使用量の削減は、使用量が少ないため数値目標は設定せず節水に努める。

維持する事を意識し取り組む。

50558/338
149.6

総量/売上高
（百万円）

75753/278
272.5

-



担当 責任者

空調設備の電源は入退社３０分前にＯＮ・ＯＦＦするなどして節電に努める。

一般廃棄物の削減
紙の使用量を削減するため両面コピーの徹底、裏面を利用する。

紙類（ＯＡ紙・新聞紙等）、容器類（缶・ペットボトル等）の分別を徹底する。

Ⅵ　環境経営計画

取組期間：令和4年3月～令和5年2月

目標項目 具体的な取組内容

二酸化炭素排出量の削減

【電力使用量の削減】

全社員

環境管理責任
者

昼休み、不在時は必要箇所以外の消灯を徹底する。

使用していないエリア(会議室や廊下等)の消灯を徹底する。

効率的なルートでの運搬を図る。移動のムダの改善を図る。

運転者の省エネ運転教育を実施する。

産業廃棄物の排出量の
削減・リサイクル推進

産業廃棄物のコンクリートガラ、アスファルガラの再利用に努める。

工事担当

建設現場で廃棄物の分別を徹底しリサイクル推進に努める。

晴れた日は窓側の照明の消灯を徹底する。

ＯＡ機器等のスイッチはこまめに切る。

冷暖房の設定温度を厳守する。(冷房26℃　暖房22℃を目安)

現場事務所の不在時での消灯、冷暖房器具の電源ＯＦＦの徹底をする。

【ガソリン・軽油使用量の削減】

工事担当

エコドライブに取り組む。(アイドリングストップ徹底、急発進、急停車防止等)

車両・重機の点検を定期的に行う。

タイヤの空気圧を定期的にチェックし燃費の向上に努める。

現場に行く際の必要機材、持ち物の確認を徹底する。

水使用量の削減
洗車をする時は、水を流しっぱなしにしないようにする。

全社員
蛇口の閉め忘れ防止を徹底する。

5Ｓ活動の取組

整理・整頓・清掃・清潔を心がけ、安心・安全な職場にする。

全社員5Ｓ活動を社員に浸透させ継続させる。

清潔な状態を保つこと、整理・整頓・清掃を社員全員が意識し定着させ維持する。

再利用・リサイクルしやすい製品を優先的に購入・使用する。

全社員
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施工時の環境への配慮

低騒音・低排出ガス適合重機の使用を進める。

工事担当

計画的に資材を仕入れ余剰材の発生を抑制する。

重機の始業前点検を毎日行い、また定期的に整備し整備不良の防止を図る。

その他
環境保全に関する情報を社員に伝達する。

全社員
エコアクション２１を社員に浸透させる。

現場環境に応じた工法、現場の環境に適した資材の使用に努める。

再生資材等を優先的に購入する。



△

◎

×

空調設備の電源は入退社３０分前にＯＮ・ＯＦＦするなどして節電に努める。 ×

◎

×

○

◎

◎

○

△

○

○

◎

◎

◎

△

◎

△

△

△

○

×

◎

◎

△

○

◎

○

○

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

取組期間：令和4年3月～令和5年2月

晴れた日は窓側の照明の消灯を徹底する。

ＯＡ機器等のスイッチはこまめに切る。

冷暖房の設定温度を厳守する。(冷房28℃　暖房20℃を目安)

現場事務所の不在時での消灯、冷暖房器具の電源ＯＦＦの徹底をする。

【ガソリン・軽油使用量の削減】

目標項目 具体的な取組内容
取組
結果

評価

二酸化炭素排出量の削減

【電気使用量の削減】

昼休み、不在時は必要個所以外の消灯を徹底する。

取り組めなかった
項目は引き続き

周知を図る

使用していないエリア(会議室や廊下等)の消灯を徹底する。

産業廃棄物のリサイクル推
進

産業廃棄物のコンクリートガラ、アスファルガラの再利用に努める。

ほぼ取り組めた

建設現場で廃棄物の分別を徹底しリサイクル推進に努める。

水使用量の削減
洗車をする時は、水を流しっぱなしにしないようにする。 あまり取り組め

なかった蛇口の閉め忘れ防止を徹底する。

エコドライブに取り組む。(アイドリングストップ徹底、急発進、急停車防止等)

ほぼ取り組めた
取り組めなかった
項目は引き続き

周知を図る

車両・重機の点検を定期的に行う。

タイヤの空気圧を定期的にチェックし燃費の向上に努める。

現場に行く際の必要機材、持ち物の確認を徹底する。

効率的なルートでの運搬を図る。移動のムダの改善を図る。

運転者の省エネ運転教育を実施する。

再利用・リサイクルしやすい製品を優先的に購入・使用する。

一般廃棄物の削減
紙の使用量を削減するため両面コピーの徹底、裏面を利用する。

紙類（ＯＡ紙・新聞紙等）、容器類（缶・ペットボトル等）の分別を徹底する。
ほぼ取り組めた

5Ｓ活動の取組

整理・整頓・清潔を心がけ、安心・安全な職場にする。 取り組めなかった。
取り組めなかった
項目は引き続き

周知を図る

5Ｓ活動を社員に浸透させ継続させる。

清潔な状態を保つこと、整理・整頓・清掃を社員全員が意識し定着させ維持する。

施工時の環境への配慮

低騒音・低排出ガス適合重機の使用を進める。

ほぼ取組めた

現場環境に応じた工法、現場の環境に適した資材の使用に努める。

重機の始業前点検を毎日行い、また定期的に整備し整備不良の防止を図る。

再生資材等を優先的に購入する。

計画的に資材を仕入れ余剰材の発生を抑制する。

その他
環境保全に関する情報を社員に伝達する。

取り組めた
エコアクション２１を社員に浸透させる。

◎取り組めた　○ほぼ取り組めた　△あまり取り組めなかった　×全く取り組めなかった

令和5年3月以降も上記取り組み内容を継続するものとします。

次年度（令和5年度）の取組み内容
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フロン類の使用の合理
化及び管理の適正化に
関する法律（フロン排出

抑制法）

業務用冷凍
空調機器、
大型冷蔵
庫、エアコン

【使用時】
1．機器は適切な場所に設置する。
2．機器の点検（簡易点検・専門点検）を実施する。
3．漏えい防止の措置をする。
4．点検等履歴の保存をする。
【廃棄時】
1．廃棄時フロン類の適正かつ確実な回収・破壊の処置をする。
・登録回収業者に委託する。・引渡時に書面（回収依頼書）、委託確認書を交付する。

順守できた
〇

Ⅷ　環境関連法規等一覧、順守状況の確認及び評価の結果

適用法規名
適用施設・

業務等
順守事項

順守評価
確認結果

1.再資源化及び再生部品の利用に務める。
2.製品の長期間使用、使用済み物品等を再生資源もしくは再生部品として利用に務
める。

廃棄なし

特定家庭用機器再商品
化法（家電リサイクル法）

冷蔵庫
エアコン
テレビ等

1.家庭用機器をなるべく長時間使用し廃棄物となることを抑制する。
2.廃棄物として排出する際は、運搬する者等に適切に引渡し、料金の支払いに応じ
る。

順守できた
〇

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
(廃棄物処理法)

産業廃棄物

１．産業廃棄物の保管は保管施設で行う。掲示板（60cm×60cm）以上
２．運搬処分は許可を受けたものが行う。許可証（番号、有効期限、契約書等）
３．管理表(マニフェスト)の交付・管理　運搬処分は90日　最終処分は180日
４．マニフェスト交付等状況の報告　毎年6月末までに石川県に報告

順守できた
○

一般廃棄物
１．廃棄物を自らの責任において適正に処理する。
２．廃棄物の減量化に努める。
３．国及び地方公共団体の施策に協力する。

順守できた
○

順守できた
○

自動車リサイクル法 保有車両 ・自動車の適正な管理
順守できた

○

使用済小型電子機器等の
再資源化の促進に関する

法律
（小型家電リサイクル法）

電話機
携帯電話
デジカメ等

1.使用済小型電子機器等を排出する場合は、分別して排出する。
2.排出の際は、認定業者又は収集・運搬又は再資源化を適正に実施する者に引き
渡す。

廃棄なし

建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法
律（建設リサイクル法）

資材等
１．建設資材廃棄物の発生抑制、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等
費用の低減に務める。
2・建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努力する。

順守できた
○

資源の有効な利用の
促進に関する法律

（リサイクル法）

パソコン
複写機

関連法規制等の一覧表及びそれらの順守状況を確認した結果、現在及び過去5年間、環境関連法規等に関する

違反、訴訟はありません。
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輪島市廃棄物の減量化及
び適正処理等に関する条
例

事業系一般
廃棄物

1.廃棄物の減量化に努める。
2.廃棄物を自らの責任において適正に処理する。
3.市の施策に積極的に協力する。

順守できた
○

【環境関連法規への違反、訴訟等の有無】

　　　　　　　　　　　　　評価確認：令和5年5月11日

また、環境関連法規等に関して、関係機関からの指摘、地域住民からの苦情、訴訟もありません。

道路運送車両法
車両の点
検・整備

3か月点検・整備又は1年点検・整備
順守できた

○

騒音規制法
・指定区域確認
・亊前届出
・基準の順守

1.工事現場の指定区域該当の有無確認する。
2.指定区域では７日前までに市町へ届出する。
3.指定区域では決められた基準を順守する。

順守できた
○

振動規制法
・指定区域確認
・亊前届出
・基準の順守

１.工事現場の指定区域該当の有無確認する。
2.指定区域では７日前までに市町へ届出する。
3.指定区域では決められた基準を順守する。



以上
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(３)環境関連法規等の順守状況

　　当社に適応する環境関連法規等は、適正に順守されている。

(４)外部からの環境に関する苦情や要望等

　　取り組み期間中、外部の利害関係者からの苦情・要望等はなかった。

 ２．環境経営方針、環境経営目標・環境経営計画・実施体制、その他の環境経営システム見直しの結果

環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画及び実施体制の変更の必要性はない。

次年度も目標に向かって活動を実施し環境改善に繋げれるよう取り組んでいきたい。

代表取締役　喜多　誠

エコアクション21を始めてから6年が経過し、設定した目標を達成するために、この一年取り組みを行ってきました。

目標達成には至らなかった部分もありますが、一人ひとり意識しながら目標に向かって活動出来ていると思います。

５Ｓの整理・整頓・清掃については現場が空いた時などに少しずつではあるが行うことが出来た。

(２)環境経営計画の実施及び運用状況

取り決めた目標についての活動は出来ている。

今後も環境改善に繋がるよう取り組みを行っていきたい。

取り決めた目標を意識しながら活動は出来ているので今後も努力し環境改善につなげていきたい。

水使用量は、節水に努めたが洗車時の蛇口の締め忘れ等により使用料が多くなった。

１．全体の評価

(１)環境経営目標の達成状況

清掃後の清潔な状態を維持する事が出来ていないので、引き続き呼びかけを行い定着・維持できるよう指導していきたい。

ガソリン使用料が機材の運搬などにより現場との行き来が増え使用する量も若干増えた。

令和5年3月10日

Ⅸ　代表者による全体の評価と見直し・指示
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